
平成２７年度  
経営安定対策及びALICによる関連対策  

（未定稿）  
生産局  

平 成 ２ ７ 年 １ 月 

事業名 所要額 備考 

    
（百万円）   (頁) 

  １．畜産・酪農経営安定対策       

  ① 加工原料乳生産者補給金 31,068      1 

  ② 加工原料乳生産者経営安定対策事業       2 

  ※ ③ 国産乳製品供給安定対策事業       500     3 

  ※ ④ 飼料生産型酪農経営支援事業 6,581      4 

  ⑤ 肉用子牛生産者補給金 21,296      5 

  ⑥ 肉用牛繁殖経営支援事業 15,877      6 

  ⑦ 肉用牛肥育経営安定特別対策事業 86,942      7 

  ⑧ 養豚経営安定対策事業 9,966      8 

  ※ ⑨ 鶏卵生産者経営安定対策事業 5,189      9 

  ２．ALIC事業の関連対策       

  ① 酪農生産基盤確保・強化緊急支援事業（新規） 1,205      10 

  
② 酪農経営安定対策補完事業 1,186      11 

③ 肉用牛経営安定対策補完事業 3,441 12 

  ④ 食肉流通改善合理化支援事業 3,703      13 

  ⑤ 養豚経営安定対策補完事業 130      14 

⑥ 畜産高度化支援リース事業 基金    貸付枠:18億円 15 

  ⑦ 畜産特別支援資金融通事業 1,999      16 

  ⑧ 畜産動産担保融資活用推進事業 46 17 

  ⑨ 家畜防疫互助基金支援事業 基金    基金規模:29億円 18 

  ⑩ 国産畜産物安心確保等支援事業 464    
 （うち国費1/2:16億円） 

  
19 

  ⑪ 畜産副産物適正処分等推進事業 6,736   20 

  

  ⑫ 畜産経営安定化飼料緊急支援事業 32      21 

   ⑬ 生乳流通合理化促進事業（新規） 

３．その他                   

   ① 配合飼料価格安定基金運営基盤強化事業 

582 22 

13,460 23 

② 飼料穀物備蓄対策事業 2,423 24 

※印は国が直接実施する事業、その他はＡＬＩＣが実施する事業 
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加工原料乳生産者補給金

１ 事業の目的

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づき、加工原料乳に対して補給金を交付す

ることにより、加工原料乳地域の生乳の再生産の確保と全国の酪農経営の安定を図る。

２ 事業の内容

加工原料乳を対象に、独立行政法人農畜産業振興機構を通じて指定生乳生産者団体に

対し、補給金を交付するために必要な経費を交付する。

３ 事業実施主体

指定生乳生産者団体

４ 所要額（補助率）

３１，０６８百万円

加工原料乳

【脱脂粉乳・バター等向け生乳】

補給金単価：12.90円/kg、交付対象数量：178万トン（27年度）

【チーズ向け生乳】

補給金単価：15.53円/kg、交付対象数量： 52万トン（27年度）

担当課：生産局畜産部牛乳乳製品課

代 表：03-3502-8111 内線4933

担当者：冨澤、上田

【平成27年度】



- 2 -

加工原料乳生産者経営安定対策事業

１ 事業の目的
加工原料乳の取引価格が需給変動等により低落した場合に、生産者の拠出と国の助成

金とによる生産者積立金によりその一定部分を補塡し、加工原料乳生産者補給金制度と
一体となって、酪農経営の安定を図り、もって生乳の再生産の確保及び牛乳乳製品の安
定供給に資する。

２ 事業の内容
加工原料乳（脱脂粉乳・バター等向け及びチーズ向けの生乳）の取引価格が各々の補

塡基準価格（全国の直近３年間の平均取引価格）を下回った場合に、生産者に補塡金
（差額の８割）を交付する。

３ 事業実施主体 指定生乳生産者団体

（参考）
具体的な仕組み
① 事業実施期間：平成２５～２７年度（３年間）
② 補塡基準価格：全国の直近３年間の平均取引価格
③ 補塡割合：補塡基準価格と当年度の全国平均取引価格との差額の８割

担当課：生産局畜産部牛乳乳製品課
代 表 03-3502-8111 内線 4933
担当者：冨澤、上田

【平成27年度ALIC事業】
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国産乳製品供給安定対策事業

１ 事業の目的

生乳需給が短期間で変動する状況の中で、国産乳製品の安定供給に対するユーザーの

強い要望に応えるため、指定生乳生産者団体が乳製品を製造する取組を支援する。

２ 事業の内容

指定生乳生産者団体が乳製品を委託製造し、適時に放出する取組や、不需要期の乳

製品需要を創出する取組に対し、製造費の一部を補助する。（最大５万４千トン）

・補助率：１／２以内

３ 事業実施主体

指定生乳生産者団体

４ 所要額（補助率）

５００百万円（１／２以内）

担当課：生産局畜産部牛乳乳製品課

代 表：03-3502-8111 内線4933

担当者：冨澤、上田

【平成27年度】
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飼料生産型酪農経営支援事業

１ 事業の目的

自給飼料生産基盤に立脚した経営を行う酪農家の経営の安定を図る。

２ 事業の内容

自給飼料生産基盤に立脚した経営を行う酪農家（自給飼料の生産を行うとと

もに環境負荷軽減に取り組んでいる者）に対し、飼料作付面積に応じた交付金

を交付する。

また、飼料作物の二期作・二毛作の２作目の面積や契約栽培により耕種農家

が飼料作物を作付けする面積も含め、交付対象となる飼料作付面積を拡大する。

（１）交付対象者の要件

・ 飼料作付面積が北海道で４０a/頭以上、都府県で１０a/頭以上

・ 環境負荷軽減に取り組んでいること

（２）交付金単価

飼料作付面積１haあたり１５千円

３ 事業実施主体 生乳生産者等

４ 所要額（補助率） ６，５８１百万円（定額）

担当課：生産局畜産部畜産企画課

代表 03-3502-8111 内線 4890

担当者：歌丸、喜田

【平成27年度】
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肉用子牛生産者補給金

１ 制度の目的

牛肉の輸入自由化に伴う子牛価格への影響に対処するため、肉用子牛生産安定等特別

措置法に基づき、子牛価格が保証基準価格を下回った場合に、生産者に対し生産者補給

金を交付することにより、肉用子牛生産の安定を図る。

２ 制度の内容

肉用子牛の四半期毎の平均売買価格が保証基準価格を下回った場合、当該四半期に販

売又は自家保留された肉用子牛（黒毛和種、褐毛和種、その他の肉専用種、乳用種、交

雑種）を対象として補給金を交付する。

さらに、平均売買価格が合理化目標価格を下回った場合には、国、県、肉用子牛生産

者の積立により造成した生産者積立金から、下回った額の９／１０を補給金として交付

する。

３ 事業実施主体 指定協会（都道府県肉用子牛価格安定基金協会）

４ 所要額（補助率） ２１，２９６百万円（定額、１／２）

担当課：生産局畜産部食肉鶏卵課

代表 03-3502-8111 内線 4941

担当者：木下、北村
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×10／10

×9／10

国（(独)農畜産業振興機構)

から交付される生産者補給

交付金を財源
指定協会にあらかじめ積み立

てた生産者積立金を財源

負担割合 国の助成 １／２

県の助成 １／４

生産者 １／４

【平成27年度】
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肉用牛繁殖経営支援事業

１ 事業の目的

肉用牛繁殖経営は、子牛出荷までの生産期間が長いため資本回転率が低く多額の運転

資金を必要とし、子牛価格の変動の影響を受けやすいという特徴を有している。

このため、肉用子牛生産者補給金制度を補完し、子牛価格が家族労働費の８割水準を

下回った場合に差額の一部を補塡することにより、繁殖経営の所得を確保し、肉用牛繁

殖経営基盤の安定を図る。

２ 事業の内容

肉用子牛の四半期毎の平均売買価格が発動基準（家族労働費の８割を補償するものと

して設定）を下回った場合、当該四半期に販売又は自家保留された肉用子牛を対象とし

て、発動基準を下回った額の３／４を交付する。

（１）対象品種 ：黒毛和種、褐毛和種、その他の肉専用種

（２）発動基準 ： 品 種 黒毛和種 褐毛和種 その他の肉専用種

（26年度以降） 発動基準 ４２万円 ３８万円 ２８万円

（３）交付金単価 ：発動基準と平均売買価格（ただし、平均売買価格が保証基準価格

を下回る場合は保証基準価格）の差額の３／４

（４）対象子牛 ：肉用子牛生産者補給金制度の契約肉用子牛

（５）事業実施期間：平成２５～２７年度（３年間）

３ 事業実施主体 指定協会（都道府県肉用子牛価格安定基金協会）

４ 所要額（補助率） １５，８７７百万円（定額）

担当課：生産局畜産部食肉鶏卵課

代表 03-3502-8111 内線 4941

担当者：木下、北村

【平成27年度ALIC事業】
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肉用牛肥育経営安定特別対策事業

１ 事業の目的

粗収益が生産コストを下回った場合に、差額の８割を補塡することにより、肉用牛肥

育経営の安定を図る。

２ 事業の内容

粗収益が生産コストを下回った場合に、生産者と国の積立金から差額の８割を補塡金

として交付する。また、一部の県において地域算定をモデル的に実施する(25～27年度)。

（１）積立割合 生産者：国＝１：３

（２）事業実施期間 平成２５～２７年度（３年間）

（３）補塡金 １頭当たりの粗収益と生産コストの差額の８割

（４）対象品種 肉専用種、交雑種、乳用種（３区分）

（５）対象者 肥育牛生産者

３ 事業実施主体 民間団体又は肥育牛生産者

４ 所要額（補助率） ８６，９４２百万円（定額、３／４以内）

担当課：生産局畜産部畜産企画課

代表 03-3502-8111 内線 4890

担当者：前間、野間
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（注）原則として四半期ごと
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◎ 一部の県において地域算定をモデル的に実施

【平成27年度ALIC事業】
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養豚経営安定対策事業

１ 事業の目的

養豚経営の収益性が悪化した場合に、粗収益と生産コストの差額の８割を補塡

することにより、養豚経営の安定を図る。

２ 事業内容

四半期毎に粗収益と生産コストを算定(注)し、粗収益が生産コストを下回った

場合に、生産者と国の積立金から差額の８割を補塡金として交付する。

(注)四半期終了時に計算(前の四半期に発動がなかった場合は通算)

（１）積立割合 生産者：国＝１：１

（２）事業実施期間 平成２７～２９年度（３年間）

（３）補塡金 １頭当たりの粗収益と生産コストの差額の８割

（４）対 象 者 肉豚生産者（耕畜連携、エコフィードの活用等の取組に

努めようとする者）

３ 事業実施主体 養豚事業者

４ 所要額（補助率） ９,９６６百万円（１／２以内、定額）

担当課：生産局畜産部畜産企画課

代表 03-3502-8111 内線 4890

担当者：歌丸、小枝

（注）四半期終了時に計算
（前の四半期に発動が
なかった場合は通算）
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【平成27年度ALIC事業】
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鶏卵生産者経営安定対策事業

１ 事業の目的

鶏卵の需給・価格は季節的に変動することに加え、供給過剰を起こし易い

生産の実態にある。

このため、需給・価格の変動に応じ、鶏卵の価格差補塡や需給改善を推進

する取組を支援し、鶏卵生産者の経営と鶏卵価格の安定を図る。

２ 事業の内容

（１）鶏卵価格差補塡事業

鶏卵の標準取引価格（月毎）が補塡基準価格を下回った場合、その差額

（補塡基準価格と安定基準価格の差額を上限とする。）の９割を補塡する。

（２）成鶏更新・空舎延長事業

鶏卵の標準取引価格（日毎）が通常の季節変動を超えて大幅に低下した

場合には、成鶏の更新に当たって長期の空舎期間を設ける取組に対して、

成鶏１羽当たり210円以内の奨励金を交付する。

３ 事業実施主体 民間団体

４ 所要額（補助率） ５，１８９百万円（定額、１／４以内、３／４以内）

担当課：生産局畜産部食肉鶏卵課

代表 03-3502-8111 内線 4942

担当者：川原、蛯名

【平成27年度】
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酪農生産基盤確保・強化緊急支援事業（新規）

１ 事業の目的
我が国の酪農生産基盤が弱体化し、生乳生産への影響が懸念されるため、生産者集団

等が行う生乳生産基盤の確保・強化のための取組を支援することにより、各地域の飼養
頭数や生乳生産の減少を食い止めるとともに、酪農経営の競争力強化に資する。

２ 事業の内容
（１）酪農生産基盤の強化

生産者集団等が次の取組を行う場合に、費用の一部を支援する。
① 後継者の経営基盤の強化

担い手と位置付けられた後継者に対する、初妊牛の導入（50,000 円/頭）、簡易牛
舎の整備、畜舎の増改築への支援

② 乳用牛の円滑な継承の推進
地域内で生乳生産を中止する酪農家や経営規模を縮小する酪農家の乳用牛を地域

内の酪農家で継承する場合の奨励金（32,000円/頭）の交付
③ 増頭対策の推進

乳用牛の増頭を図るための畜舎改修資材の共同購入や簡易施設・装置の導入
④ 暑熱対策の推進

暑熱の低減を図るための技術指導や関連資材・機材（例：扇風機等）の共同購入
等

⑤ 繁殖・飼養・衛生管理技術等の向上
ア 乳用牛の繁殖性や生産性の向上を図るための乳用牛の健康診断、自給飼料を活
用した飼養管理の向上を図るための飼料の分析・設計及びこれらに基づく技術指
導

イ 乳用牛の衛生的で健康・快適な飼養環境の確保を図るための畜舎の環境改善
ウ 乳房炎による生乳生産量の減少を防止するための搾乳機器の点検（15,000 円/
戸以内、1/2相当定額）・補改修、牛群検査

（２）女性・リタイア世代等の就農・定着等の推進
担い手となる女性・リタイア世代等の就農・定着化を図るための交流ネットワーク

の構築、就農促進等の取組を推進する。

（３）酪農理解醸成等による生乳需要基盤の確保の推進
① 国産牛乳乳製品の消費の維持・定着を図るため、消費者・流通業者等に対して行
う酪農理解醸成活動等の取組を推進する。

② 乳和食等の新たな利用場面の普及や牛乳乳製品の価値訴求等の国産牛乳乳製品の
消費拡大・定着の取組を推進する。

③ 生乳生産者等が製造する牛乳乳製品の需要を拡大するために行う技術研修や販路
拡大等の取組を推進する。

３ 事業実施主体 民間団体

４ 所要額（補助率） １，２０５百万円（定額、１／２以内）

担当課：生産局畜産部牛乳乳製品課
代 表：03-3502-8111 内線4933
担当者：冨澤、平田、信戸

【平成27年度ALIC事業】
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酪農経営安定対策補完事業

１ 事業の目的
酪農ヘルパーの人材育成、傷病時利用の円滑化や酪農ヘルパー利用組合の強化を推

進するとともに、生涯生産性に優れた乳用牛の改良を進めるため、牛群検定による長
命連産性の改良に関するデータや泌乳持続性に関するゲノミック評価のためのＳＮＰデ
ータの収集、分析を支援することにより、酪農経営におけるゆとりの創出や生産性向
上を図る。

２ 事業の内容
（１）酪農経営安定化支援ヘルパー事業（※事業実施期間：平成26～28年度）

① 酪農の担い手となる酪農ヘルパー人材育成支援
ア 酪農後継者や新規就農を希望する酪農ヘルパー向けの研修、他団体等が実施
する研修への参加を促進する。

イ ヘルパー確保のための募集の取組、雇用前研修、実践研修を支援する。
ウ 酪農後継者等の臨時ヘルパーとしての出役を支援する。
エ 業務拡大に必要な免許取得を支援する。
オ コントラ等支援組織との連携による臨時ヘルパーの確保について支援する。

② 傷病時の酪農ヘルパー利用の円滑化
傷病時（病気、事故、育児等）にヘルパーを利用した場合に、積立金の取崩し

により利用料金を軽減する互助制度を実施する利用組合又は都道府県団体を支援
する。

③ 酪農ヘルパー利用組合の強化等
ア 収益改善のための経営診断、収支改善計画の作成、広域利用調整やコントラ
等支援組織との統合等を支援する。

イ ヘルパーの傷害補償保険、損害賠償保険の加入を促進する。
ウ 家畜防疫対策に係る計画策定、防疫機器等の整備を支援する。
エ 利用実態等調査、優良事例発表会等を実施する。

（２）牛群検定システム高度化支援事業
① 生産寿命・繁殖成績の向上

生産コストを低減する長命連産性に関する改良を図るため、肢蹄に関する遺伝
的能力評価精度の向上に必要な画像情報による肢蹄状況データ等を収集・分析す
る取組を支援する。

② 遺伝子情報を用いた遺伝的能力の向上
ピーク時の乳量が維持される泌乳持続性の高い乳用牛の改良を進めるため、牛

群検定組合等に対し、ゲノミック評価に用いるＳＮＰデータを収集する取組を支
援。

３ 事業実施主体 （１）都道府県団体、民間団体
（２）都道府県団体、民間団体

４ 所要額（補助率） １，１８６百万円
うち（１）７７１百万円（定額、１／２以内、２／３以内）
うち（２）４１５百万円（定額、１／２以内）

担当課 代表０３－３５０２－８１１１
（１）の事業 生産局畜産部畜産企画課 内線 4890 担当者：和田、中島
（２）の事業 生産局畜産部畜産振興課 内線 4923 担当者：松本、大藪
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